
11

第２　中央教育審議会の検討

1　総会
　平成17年2月に開催された中央教育審議会総
会において，文部科学大臣よりの諮問を受け，

学習指導要領の見直しに当たっての具体的な検
討課題が示され，本格的な議論が開始された。
なお，文部科学大臣の挨拶の中で「学力の向上
については，世界トップレベルの学力の復活を
目指した教科内容の改善充実について御検討を
お願いいたします。」とPISAの学力調査を明ら
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かに意識した見直し要請であった。
2　義務教育特別部会
　平成16年11月の政府・与党合意「三位一体
の改革について」（国庫補助負担金，税源移譲を
含む税源配分，地方交付税の在り方を一体的に
見直すこと）を受け，義務教育制度の根幹を維
持し，国の責任を引き続き堅持する方針の下，
費用負担についての地方案を活かす方策と，教
育水準の維持向上を含む義務教育の在り方の検
討が，中央教育審議会に求められた。このため，
義務教育の在り方について集中的な審議を行う
ため，平成17年2月，中央教育審議会総会の直
下に「義務教育特別部会」を設置した（「特別
部会」は，答申や報告をまとめると解散する臨
時部会である）。教育課程部会における学習指
導要領改訂にかかわる審議と並行して，約9か

月で41回の集中審議が行われ，平成17年10月
に義務教育改革の基本的方向を示す「新しい時
代の義務教育を創造する」を答申した。
　本答申では，義務教育の充実に国家戦略とし
て取り組むとされ，変革・混迷・国際協力の時
代において義務教育の根幹である「機会均等」，
「水準確保」，「無償制」を保証すること，新し
い義務教育の姿として「『学校力』や『教師力』
を強化し，『人間力』を豊かに育てること」を
提唱した。また，義務教育の質を保証するため
に「義務教育の構造改革」が必要だとされた。
　本答申では，現行の学習指導要領の学力観に
ついて，「基本的な知識・技能の育成」と「自
ら学び自ら考える力の育成」とは二者択一的で
なく総合的に育成することが必要であるとし，
学習指導要領の見直しに当たっては，
　①「読み・書き・計算」などの基礎・基本を
確実に定着させ，教えて考えさせる教育を基本
とし，自ら学び自ら考える力を育成すること，
　②将来の職業や生活の見通しを与えるなど，
学ぶことや働くこと，生きることの尊さを実感
させる教育を充実し，学ぶ意欲を高めること，
　③家庭と連携し，基本的な生活習慣，学習習
慣を確立すること，
　④国際社会に生きる日本人としての自覚を育
てること，
などを重視することとした。
　このように学習指導要領の改訂の大きな方向
性については，同時期に学習指導要領本体の見
直しの検討を行っていた「教育課程部会」では
なく，より上位の部会である「義務教育特別部
会」で先に決められた。つまり，「義務教育特
別部会」では学習指導要領改訂の大きな方向性
を，「教育課程部会」では具体的な教科などの
教育内容を検討するよう分担し，速やかな改訂
へ結びつけようとした。
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第３　教育課程部会の審議について

1　教育課程部会
　平成17年4月から本格的に審議を開始した教
育課程部会においては，検討スケジュールが示
され，スピード感を持って答申及び改訂する予
定であった（当初からの文部科学大臣の指示で
もあった）。平成17年の秋までに，大きな方向
性をまとめるよう検討を行ったが，実際には，
翌年の平成18年2月に義務教育を中心とした「審
議経過報告」を公表するに留まった。教育課程
部会では，第3期から第4期と2期にわたって，
2年10 ヶ月間に60回の審議を重ねた。また，

教育課程部会の下に19の専門部会（H19.8以降）
を設置し，専門的な見地から検討を行った。
　文部科学省としての当初スケジュールは，平
成18年6月に教育基本法の改正を行い，平成
18年末までに中央教育審議会の答申を受け，
平成19年3月末までに（つまり平成18年度中
に），次期の学習指導要領改訂の告示を目指し
ていたようである。これは，教育課程部会の審
議状況を振り返ると，平成18年9月末までに，
各専門部会からの報告を受けていることからも
伺える。しかしながら，次のような出来事のた
め，当初より答申が約1年遅れた。まず，平成
18年6月に教育基本法改正ができず，同年の12
月の改正となったこと（これにより教育関連3

学習指導要領改訂に関わる中央教育審議会の会議開催状況

・総会　5回
・初等中等教育分科会　9回
・教育課程部会　第3期39回，第4期19回（計60回，内懇談会2回）
・小学校部会　4回
・中学校部会　6回
・高等学校部会　6回
・教育課程企画特別部会　10回
・国語専門部会　6回
・社会・地理歴史・公民専門部会　5回
・小学校・中学校社会専門部会　3回
・高等学校地理歴史・公民専門部会　3回
・算数・数学専門部会　6回
・理科専門部会　4回
・小学校・中学校理科専門部会　2回
・高等学校理科専門部会　3回
・外国語専門部会　13回
・芸術専門部会　6回
・家庭，技術・家庭，情報専門部会　6回
・健やかな体をはぐくむ教育の在り方に関する専門部会　12回
・豊かな心をはぐくむ教育の在り方に関する専門部会　7回
・生活・総合的な学習の時間専門部会　8回
・幼稚園教育専門部会　10回
・特別支援教育専門部会　11回
・産業教育専門部会　10回
※国語専門部会，社会・地理歴史・公民専門部会，算数・数学専門部会，理科専門部会，外国語専門部
会，健やかな体をはぐくむ教育の在り方に関する専門部会，豊かな心をはぐくむ教育の在り方に関する
専門部会，生活・総合的な学習の時間専門部会については，平成16年より設置されている。よって，回
数は平成17年3月以降の学習指導要領改訂に関わる会議の回数である。
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法の改正が翌年の6月となった）。「教育改革国
民会議」での検討と連携する必要があったこ
と。今回の改訂では，当初から高等学校につい
ては大きな改訂を行わない予定であった（義務
教育を中心とするため）が，高校の必履修科目
である「世界史」の未履修問題を契機として，
「世界史」と「日本史」のどちらを必履修とす
るかなどの検討も加える必要が生じたこと（同
時に，学習指導要領そのものの在り方が問われ
た）。このようなことから，答申は大きく遅れ
て平成20年1月となった。
　教育課程部会では，平成18年7月上旬に小・

中・高の各学校段階ごとの部会から報告を受
け，7月下旬からは9月にかけて各教科ごとの
専門部会からの審議報告が行われた。この後，
各専門部会は休会状態となり，教育課程部会も
教育基本法の改正を待って，12月末まで開催
されなかった。この間，いじめによる中学生の
自殺問題，全国各地で開催された教育改革タウ
ンミーティングでのやらせ問題，高校の未履修
問題などがマスコミ等で大きな話題となった。
また，安部首相の設置した「教育再生会議」で
も並行して学習指導要領に関して話し合われた。

（以下次号）

教育課程部会（第15回配付資料）H17.4.27 教育課程部会（第50回配付資料）H19.1.10
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